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重点番号23：地域公共交通に係る制度・運用の見直し（上越市）
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平
成
２
９
年
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集

道
路
運
送
法
第
21
条
に
基
づ
く

実
証
運
行
期
間
の
緩
和

全
国
市
長
会
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重点番号23：地域公共交通に係る制度・運用の見直し（全国市長会）



事
業
概
要
（
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
実
証
運
行
事
業
）


利
用
者
の
減
少
が
続
く市
営
バ
ス
路
線
再
編
の
一
環

とし
て
、沿
線
住
民
と今
後
の
あ
り方
に
つ
い
て
協
議


その
結
果
、地
域
か
らは
路
線
バ
ス
か
らデ
マ
ンド
タク

シ
ー
へ
の
移
行
の
要
望
を
い
た
だ
く


検
討
した
結
果
、道
路
運
送
法
２
１
条
許
可
に
よ
る

デ
マ
ンド
タク
シ
ー
の
実
証
運
行
を
決
定


実
証
期
間
中
に
利
用
者
数
・利
用
時
間
帯
等
を
検

証
した
上
で
、法
４
条
許
可
に
よ
る
本
格
運
行
の
可

否
を
検
討
す
る
こと
とし
た
。

道
路
運
送
法
２
１
条
に
つ
い
て


実
証
運
行
な
ど一
時
的
な
需
要
の
た
め
に
運
行
す
る

場
合
は
、法
２
１
条
に
基
づ
く許
可
が
必
要


た
だ
し、
許
可
期
間
は
上
限
が
１
年
間
と限
定
され
て

い
る

道
路
運
送
法
（
抄
）

第
21
条
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り、
乗
合
旅
客
の
運
送
をす
る
こと
が
で
き
る
。

１
災
害
の
場
合
その
他
緊
急
を要
す
る
とき
。

２
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よる
こと
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、 一
時
的
な
需
要
の
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を受
け
て
地
域
及
び
期
間
を限
定
して

行
うと
き
。

米
沢
市
に
お
け
る
支
障
事
例

1
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具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
平
成
28
年
度
）

米
沢
市
に
お
け
る
支
障
事
例

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

1月
2月

3月
4月

実
証
運
行
（
21
条
許
可
）

デ
ー
タ収
集
・分
析
・検
証

ア
ンケ
ー
ト調
査
・地
域
協
議
（
改
善
策
検
討
）

本
格
運
行
（
4条
許
可
）

地
域
公
共
交
通
会
議
（
中
間
報
告
・一
部
変
更
）

運
輸
支
局
手
続
き
（
21
条
変
更
許
可
）

12
/1
～
一
部
変
更
（
回
数
券
・定
期
券
の
設
定
）

本
格
運
行
可
否
判
断

地
域
公
共
交
通
会
議
（
本
格
運
行
）

運
輸
支
局
手
続
き
（
4条
許
可
申
請
）

15
7

10
4

13
0

11
7

97
95

12
0

97
11

5
14

1

20
0

22
2

検
証
不
可

月
別
乗
車
人
数
（
田
沢
地
区
）


冬
期
間
の
利
用
者
数
が
多
い

（
運
行
回
数
も
増
え
る
た
め
、運
行
経
費
も
比
例
して
増
加
）

2
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米
沢
市
に
お
け
る
支
障
事
例

現
状
・
課
題

現
状

課
題

地
域
住
民
の
利
便
性
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
は
、

実
証
運
行
か
ら本
格
運
行
へ
の
移
行
に
切
れ
目
の

な
い
運
行
が
必
要

法
４
条
の
許
可
申
請
に
係
る
標
準
処
理
期
間
を

考
慮
す
る
と、
事
業
検
証
の
た
め
の
デ
ー
タ
収
集

期
間
が
１
年
未
満
とな
る

冬
期
の
降
雪
量
が
多
い
地
域
で
は
、季
節
に
よ
って

利
用
者
数
や
運
行
状
況
が
大
き
く異
な
る
な
ど、
年

間
を
通
じた
検
証
デ
ー
タの
収
集
が
必
要

上
記
に
よ
り、
年
度
下
半
期
の
利
用
状
況
の
検
証

を
十
分
に
本
格
運
行
の
計
画
に
反
映
で
き
な
い

路
線
バ
ス
か
らデ
マ
ン
ドタ
クシ
ー
へ
の
移
行
は
利
用

方
法
が
大
き
く変
わ
る
た
め
、改
善
策
の
検
討
な
ど

地
域
住
民
との
調
整
に
時
間
を
要
す
る

検
証
期
間
が
短
い
こと
か
ら、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を

十
分
に
反
映
で
き
な
い

21
条
許
可
の
期
限
終
了
ま
で
に
適
切
な
運
行
形

態
が
判
断
で
き
な
い
と、
本
格
運
行
へ
の
移
行
後
も

運
行
形
態
の
変
更
が
必
要
とな
る

行
政
内
の
事
務
負
担
の
増
加

本
格
運
行
後
の
変
更
事
例
（
他
地
区
の
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
）


運
行
ダイ
ヤ
の
変
更
（
当
初
想
定
して
い
な
か
った
通
学
利
用
へ
の
対
応
）


定
期
券
・回
数
券
の
設
定
（
通
学
利
用
へ
の
対
応
に
伴
うも
の
）


運
行
エ
リア
の
変
更
（
地
域
か
らの
要
望
）

3
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提
案
事
項


道
路
運
送
法
21
条
に
基
づ
く、
実
証
実
験
の
１
年
要
件
の
緩
和

→
道
路
運
送
法
第
21
条
第
2号
に
よ
る
実
証
運
行
実
験
に
お
い
て
は
、運
行
期
間
が
1年
以
下
で
な

け
れ
ば
許
可
が
出
な
い
こと
とな
って
い
る
が
、地
方
自
治
体
が
地
域
公
共
交
通
の
維
持
・再
編
を

目
的
とし
て
実
施
す
る
実
証
運
行
路
線
と位
置
づ
け
られ
る
場
合
に
は
、運
行
期
間
の
延
長
等
の

柔
軟
な
取
り扱
い
を
可
能
とす
る
こと
。

米
沢
市
に
お
け
る
支
障
事
例

期
待
さ
れ
る
効
果


法
第
21
条
に
よ
る
実
証
運
行
は
、法
第
４
条
に
よ
る
運
行
に
比
べ
て
、路
線
等
の
変
更
を
機
動

的
に
行
うこ
とが
で
き
る
メリ
ット
が
あ
る
。

→
利
用
者
数
等
の
需
要
デ
ー
タ
を
的
確
に
把
握
す
る
こと
が
可
能
とな
る
ほ
か
、利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を

反
映
して
柔
軟
な
実
証
運
行
を
十
分
に
行
うこ
とが
で
き
る
。


運
行
期
間
の
延
長
等
の
柔
軟
な
取
り扱
い
が
可
能
とな
れ
ば
、持
続
可
能
な
本
格
運
行
の
形
態

を
よ
り的
確
に
把
握
す
る
こと
が
で
き
、地
域
公
共
交
通
に
関
す
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
寄
与

す
る
。

4
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○
道
路
運
送
法
第
4
条
（
※
2
）
に
基
づ
く
本
格
運
行
へ
の
移
行
を
図
る
た
め
に
は
、
降
雪
の
あ
る
冬
季
と
そ
れ
以
外

で
ル
ー
ト
や
時
刻
等
の
運
行
形
態
を
半
年
毎
に
見
直
し
て
5
パ
タ
ー
ン
程
度
の
検
証
を
3
年
間
か
け
て
行
い
、
最
適

な
運
行
形
態
を
構
築
す
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
が
、
1年
間
（
※
3
）
で
は
十
分
な
実
証
実
験
に
な
ら
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
実
証
実
験
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
法
第
2
1
条
に
よ
る
許
可
が
1
年
以
内
の
も
の
に
限
定
（
※
1
）
さ

れ
て
お
り
、
最
適
な
運
行
形
態
の
検
証
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
同
条
に
基
づ
く
実
証
実
験
の
期
間
要

件
の
緩
和
（
1
年
以
内
→
3
年
以
内
）
を
求
め
る
も
の

（
１
）
2
年
目
以
降
の
実
証
実
験
が
で
き
な
い
場
合

１
．
主
な
支
障
事
例

※
1
乗
合
バ
ス
の
特
例
で
あ
る
道
路
運
送
法
第
2
1
条
に
よ
る
許
可
は
H
1
8
.
9
.
1
5
国
土
交
通
省
自
動
車
交
通
局
長
通
知
に
よ
り
1
年
以
内
の
も
の
に
限
定

○
仮
に
2
年
目
以
降
の
実
証
実
験
を
第
4条
許
可
に
よ
り
実
施
す
る
と
し
て
も
、
第
4
条
許
可
の
下
で
は
ル
ー
ト
変
更

の
認
可
申
請
（
準
備
も
含
め
て
3
か
月
程
度
）
と
い
っ
た
煩
雑
な
手
続
き
が
そ
の
都
度
必
要
に
な
る
た
め
、
直
近
の

実
証
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
最
適
な
運
行
形
態
を
即
応
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
困
難

（
２
）
2
年
目
以
降
の
実
証
実
験
に
支
障
が
生
じ
る
場
合

道
路
運
送
法
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
2
111
2
1
条
に
基
づ
く
実
証
実
験
の
期
間
要
件
の
緩
和
①

※
2
乗
合
バ
ス
の
本
格
運
行
（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
）
の
た
め
の
規
定

※
3
本
格
運
行
（
第
4
条
許
可
）
へ
の
移
行
に
は
準
備
も
含
め
て
最
低
3
か
月
程
度
は
必
要
に
な
る
た
め
、
実
質
的
に
は
1
年
間
に
満
た
な
い

新
潟
市
都
市
政
策
部
都
市
交
通
政
策
課
／
地
域
・魅
力
創
造
部
大
都
市
制
度
・
区
政
創
造
推
進
課

1
年
目

2年
目

3
年
目

パ
タ
ー
ン
①

パ
タ
ー
ン
②

パ
タ
ー
ン
③

パ
タ
ー
ン
④

パ
タ
ー
ン
⑤

本
格
運
行
へ
の

移
行
準
備

冬
冬

冬

1

理 想

20

重点番号23：地域公共交通に係る制度・運用の見直し（新潟市）



（
１
）
現
行

1
年
目

2年
目

3
年
目

（
２
）
見
直
し
後

２
．
提
案
内
容

2
年
目
以
降
も
運
行
形
態
の
即
応
的
な
検
証
が
可
能
と
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
持
続
可
能
性
等
に

つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
本
格
運
行
へ
の
移
行
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

期
待
さ
れ
る
効
果

道
路
運
送
法
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
2
111
2
1
条
に
基
づ
く
実
証
実
験
の
期
間
要
件
の
緩
和
②

1
年
目

2年
目

3
年
目

道
路
運
送
法
第
2
1
条
に
基
づ
く
実
証
実
験
の

期
間
要
件
を
緩
和
（
1
年
以
内
→
3
年
以
内
）

実
証
実
験
（
第
2
1
条
許
可
）

事
実
上
の
実
証
実
験
（
第
4
条
許
可
）

実
証
実
験
（
第
2
1
条
許
可
）

⇒
実
証
実
験
中
止

実
証
実
験
（
第
2
1
条
許
可
）

冬
冬

冬

本
格
運
行
へ
の
移
行
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
降
雪
の
あ
る
冬
季

の
実
証
実
験
を
複
数
回
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

運
行
形
態
の
見
直
し
に
煩
雑
な
手
続
き

を
要
す
る
た
め
即
応
的
な
検
証
が
困
難

本
格
運
行
へ
の

移
行
準
備

2
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参
照
条
文
・
参
照
通
知
（
道
路
運
送
法
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
2
111
2
1
条
に
基
づ
く
実
証
実
験
の
期
間
要
件
の
緩
和
）

○
道
路
運
送
法
（
抄
）

（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
）

第
四
条
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
略

（
運
行
計
画
）

第
十
五
条
の
三
略

２
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
運
行
計
画
の
変
更
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を

国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
略

（
乗
合
旅
客
の
運
送
）

第
二
十
一
条
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
乗
合
旅
客
の
運
送
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
災
害
の
場
合
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
と
き

二
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
一
時
的
な
需
要
の
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
地
域
及
び
期

間
を
限
定
し
て
行
う
と
き

○
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
乗
合
旅
客
の
運
送
の
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
1
8
年
9
月
1
5
日

国
自
旅
第
1
4
0
号
）
（
抄
）

１
許
可
の
範
囲

2
1
条
許
可
は
、
運
行
す
る
期
間
が
１
年
以
下
の
も
の
と
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
イ
ベ
ン
ト
客
の
輸
送
、
鉄
道
の
工
事
運
休
に
伴
う
代
替
バ
ス
、
実
証
実
験
等
短
期
間
に
限
定
し
て
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
期
間
の
延
長
が
予
定
さ
れ
な

い
運
行
で
あ
り
、
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
当
該
運
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
者
、
鉄
道
事
業
者
、
実
証
実

験
の
主
催
者
等
の
要
請
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
。

（
２
）
略

3
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